
【公共下水道事業】

平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 37 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,400 円 3,930 円

3,490 円 4,104 円

3,490 円 4,020 円

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

平成25年度 平成25年度

平成26年度 平成26年度

平成27年度 平成27年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本料金･･･8m3まで：1,200円　従量料金･･･8m3を超え20m3まで：1m3につき170円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20m3を超え50m3まで：1m3につき190円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50m3を超え100m3まで：1m3につき200円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100m3を超え500m3まで：1m3につき220円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500m3を超えるもの：1m3につき230円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

業務用使用料の設定無し（一般家庭用使用料体系と同じ）

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

その他の使用料設定無し（一般家庭用使用料体系と同じ）

処 理 場 数 2処理場（北部浄化センター（野尻処理区）・柏原浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

実施無し

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

処 理 区 域 内 人 口 密 度 16.2人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
無

処 理 区 数 2処理区（野尻処理区・柏原処理区）

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成6年度（22年）
法適（全部適用・一部適用）

非 適 の 区 分
非適（H32年4月法適予定）

事 業 名 ： 公共下水道事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

別添２－２

信濃町下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 長野県信濃町
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【公共下水道事業】

③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

該当無し

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

具体的な取組なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

処理場及びマンホールポンプ維持管理について民間業者に業務委託を行っている

 イ　指定管理者制度 該当無し

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 該当無し

職 員 数 2人（公共・農集排・特環・個別4事業兼務）

事 業 運 営 組 織
下水道4事業の整備事業量減少により、下水道事業に係わる職員削減を実施
下水道係職員数の近年の状況（係長・係員数）
平成18年度　4名　平成19年度～　3名　平成22年度～　2名となり、平成28年度現在も2名で事業運営を行っている。
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グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成26年度全国平均

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※　平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

経営比較分析表
長野県　信濃町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

60.84 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 公共下水道 Cd2 9,084 149.30

－

- 該当数値なし 42.05 100.00 3,490 3,803 2.46 1,545.93 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　⑧水洗化率の低さが汚水処理量や料金収入の伸び
に影響し、結果として⑦施設利用率、⑤経費回収率
に影響していると考えられる。
　また⑦施設利用率が類似団体よりかなり低い状況
にあるが、観光地である野尻湖、黒姫高原をエリア
とする処理区については季節よる汚水処理量の変動
分を加味し施設を整備している状況がある。
　しかし人口減少、観光人口の減少、⑧水洗化率の
伸びなど想定する中で、現況の施設規模が妥当か検
証が必要と考える。
　処理施設設備の老朽化による更新、修繕費が多額
となった場合、①収益的収支比率、⑥汚水処理原価
への跳ね返りが大きくなっている状況にある。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

2. 老朽化の状況について

　供用開始から20年以上経過する処理区では処理場
設備の大規模な更新、修繕を行う必要が出て来てい
る。
　管渠に関しての老朽化対策はしばらくの間実施す
る必要はないと考えている。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

全体総括

　下水道未接続者が接続出来ない原因や理由を把握
する中で、接続促進に向けた取組を考えていく必要
がある。
　また老朽化施設の更新、修繕についても費用平準
化のため長期的な更新・修繕見通しを作る必要もあ
る。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％) 

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％) 

      【776.35】 

【94.57】 【60.35】 【142.28】 【96.57】 

    【0.17】 

該当数値なし 該当数値なし 

該当数値なし 該当数値なし 
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【公共下水道事業】

２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　・供用開始が早い北部浄化センター（野尻処理区）において、平成24年度末策定の「長寿命化計画」に基づき平成31年度までの事業費用を計上している。
　　マンホールポンプ更新について、国費対象とするためストックマネジメント計画策定後、平成32年度から野尻処理区より4箇所ずつ更新を実施する予定である。
　　（前記の通り平成30年度末までに下水道ストックマネジメント計画の策定を予定しているが、この策定内容により、更新基数、時期が変わる可能性が有り）
　・下水道事業計画上、整備区域となって現段階で未整備となっている地域について、今後の整備の方針含め、現在検討中であることから、今回の投資計画
　　には費用を計上していない。

　・使用料収入については、接続推進を行い平成37年度末において野尻処理区80%、柏原処理区70%まで向上した接続率したもので反映させている。
　　なお使用料見直しに関しては平成32年4月の公営企業法適用化後に検討を行っていきたい。
　・事業債に関しては、北部浄化センター（野尻処理区）の設備長寿命化工事および野尻及び柏原処理区のマンホールポンプ更新に係わる借入を想定している。
　・国費については北部浄化センター長寿命化工事及び処理区単位で管路施設を含めた「下水道ストックマネジメント計画」を策定後実施を計画している
　　野尻及び柏原処理区マンホールポンプ更新工事に関し、国費対象として費用を想定している。
　・繰入金については、職員人件費及び処理場等設備更新工事に係わる単費分相当額を基準外繰入として算定している。また元利償還金相当額の
　　繰入分に関しては基準内繰入として算定。

　・更新予定以外の処理設備に関しては維持的修繕費用として計上し、近年の修繕費及び修繕状況を見る中、平成28年度予算計上ベースで見込んでいる。
　・維持管理業務委託費用については、平成28年度予算計上ベースを見込んでいる。
　・職員給与費については、現状これ以上の職員削減は厳しいことを踏まえ、平成28年度予算計上ベースで見込んでいる。

【下水道4事業に関する経営理念・基本方針】
＜経営理念＞
　・地方公営企業として自立する経営のもと、住環境の向上、河川等の水質保全を目指し、快適に安心して暮らせる環境づくりを目指す。

＜基本方針＞
　○今までの設備投資に伴う公債費（元利償還金）の負担や維持管理費の増加傾向から厳しい経営となっている。限られた財源の中、経営の安定化に向けた
　　事業計画及び財政計画により経営を行っていく。また公営企業会計適用により経営の透明性を高め、経営状況をより分かりやすく提供出来るよう検討していく。

　○効率的な業務執行
　　業務執行にあたり効率化とコスト意識を持った取り組みを行って行く。今まで同様、民間への業務委託等業務効率を図りつつ、包括的民間委託などさらなる
　　効率的な民間活用について情報収集及び検討を行っていく。

　○収入確保と負担の適正化
　　財政基盤強化のため、収入確保および一般会計からの繰入金の縮減を可能な限り努めていく。下水道使用料未収額の削減に努めると共に、国費や
　　事業債による資金の調達を行っていく。

　○水洗化の促進
　　整備地域であるが、下水道等未接続者の多い地区に対し、設置に向けた推進を行い、水洗化率の向上を目指していく。

＜公共下水道事業に係わる運営方針＞
　・公共下水道事業の2処理区のうち野尻処理区は整備完了しているが、柏原処理区について事業計画上整備予定としている一部地域について未整備となってい
る。
　　未整備地域に対する今後の方針について検討していく。
　・供用開始後20年を超える処理区については処理場設備並びにマンホールポンプ施設の老朽化が懸念される状況である。支出費用の平準化を念頭に
　　計画的に更新を行って行く。（供用開始時期　野尻処理区：平成7年度　柏原処理区：平成19年度）
　・施設更新など維持的経費も近年多額となっており、維持管理経費の削減に向けた検討を行っていく。
　・水洗化率は野尻地区が約75％、柏原処理区が約60%と接続率が低い状況もあり、接続促進に向けた取組を行って行く。
　・平成32年4月を目処に下水道4事業（公共、農集排、特環、個別）に関し、公営企業法適用化への移行を目指す。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
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【公共下水道事業】

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

　維持管理委託費用に含める中で、経費の削減に努めている。

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

その他の取組 　具体的検討はなし

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　事業の進捗状況を確認する中で、本計画と実績状況が乖離している際は、検証及び本計画の見直しを行ってい
く。
　また平成32年4月を目処に公営企業会計法適用化する予定であり、それを受け計画を見直す予定である。

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項 　近年の修繕状況を含め、必要最小限のみの修繕経費を計上。なお処理場設備及びマンホールポンプ
の更新費用は含めていない。

委託費に関する事項 　現在、町内で維持管理を行える有資格を持つ業者による随意契約により業務委託を行っているが、今
後広域での業者選定による契約方式への見直しなど経費の削減に努めていく。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　現在、維持管理に関し民間業者に委託しているが、今後包括的民間委託等により経費削減が見込め
るか今後検討していく。

職員給与費に関する事項 　今まで以上の人員削減は厳しく、現行の職員体制を継続する考えである。

動力費に関する事項 　新たな電気事業者参入により価格競争が行われている状況もあることから、電気料コスト削減の
　ため、現契約の見直し等検討する。

使用料の見直しに関する事項
　見直しに関しては今後予定する公営企業法適用化以降で検討を行っていきたいと考えている。
使用料見直しについては歳出削減に努める中、住民の理解が得られるよう努める必要がある。

資産活用による収入増加
の取組について

　下水道計画区域の一部で未整備であることから、現状処理場において未利用地がある。今後の
整備見通しを出す中で、未利用地に対する検討を行う必要があると考える。

その他の取組 　具体的な検討はなし

投資の平準化に関する事項
　下水道ストックマネジメント計画で、処理設備(処理場・マンホールポンプ）に関し、更新費用の平準化
を含めた更新計画を策定する予定である。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　具体的な検討はなし

その他の取組 　具体的な検討はなし

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項
　汚水処理及び汚泥処理に関し広域化・共同化に関しては近隣自治体と具体的な取組は行われていな
いが、今後の状況を見る中で検討を行って行く。
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

【公共下水道事業】

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 平成26年度 平成27年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

(A) 279,401 288,532 292,930 290,153 308,024 284,686 285,702 279,831 262,298 239,910 207,005 199,565

（１） (B) 61,280 62,692 63,554 60,188 60,794 61,349 61,878 62,325 62,775 63,145 63,462 63,752

ア 61,214 62,612 63,504 60,128 60,734 61,289 61,818 62,265 62,715 63,085 63,402 63,692

イ (C)

ウ 66 80 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

（２） 218,121 225,840 229,376 229,965 247,230 223,337 223,824 217,506 199,523 176,765 143,543 135,813

ア 218,121 225,840 229,376 229,965 247,230 223,337 223,824 217,506 199,523 176,765 143,543 135,813

イ

２ (D) 126,912 118,057 118,588 113,923 109,383 104,384 99,550 94,380 89,340 84,871 81,441 79,082

（１） 57,010 52,108 57,155 57,186 57,212 57,236 57,258 57,279 57,297 57,315 57,329 57,342

ア

イ 57,010 52,108 57,155 57,186 57,212 57,236 57,258 57,279 57,297 57,315 57,329 57,342

（２） 69,902 65,949 61,433 56,737 52,171 47,148 42,292 37,101 32,043 27,556 24,112 21,740

ア 69,902 65,949 61,433 56,737 52,171 47,148 42,292 37,101 32,043 27,556 24,112 21,740

イ

３ (E) 152,489 170,475 174,342 176,230 198,641 180,302 186,152 185,451 172,958 155,039 125,564 120,483

(F) 177,143 61,975 83,512 140,261 108,993 81,077 49,798 49,609 47,684 43,998 43,400 43,213

（１） 59,700 12,300 15,800 48,400 34,300 32,700 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

（２） 36,279 11,860 42,424 36,128 40,043 28,777 30,498 30,309 28,384 24,698 24,100 23,913

（３）

（４）

（５） 65,280 13,700 19,200 50,700 31,550 16,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

（６） 15,205 23,811 5,823 4,733 2,800 2,800

（７） 679 304 265 300 300 300 300 300 300 300 300 300

２ (G) 330,013 232,144 258,947 321,975 307,634 261,379 235,950 235,060 220,642 199,037 168,964 163,696

（１） 172,145 62,411 80,963 138,500 99,100 76,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100

15,203 15,944 16,072 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

（２） (H) 157,868 169,733 177,984 183,475 208,534 185,279 190,850 189,960 175,542 153,937 123,864 118,596

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 152,870 △ 170,169 △ 175,435 △ 181,714 △ 198,641 △ 180,302 △ 186,152 △ 185,451 △ 172,958 △ 155,039 △ 125,564 △ 120,483

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

平成37年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

総 費 用
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

【公共下水道事業】

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 平成26年度 平成27年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

平成37年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

(J) △ 381 306 △ 1,093 △ 5,484

(K)

(L) 6,652 6,271 6,576 5,484

(M)

(N) 6,271 6,577 5,483

(O)

(P) 6,271 6,577 5,483

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 61,280 62,692 63,554 60,188 60,794 61,349 61,878 62,325 62,775 63,145 63,462 63,752

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 平成26年度 平成27年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

218,121 225,840 229,376 229,965 247,230 223,337 223,824 217,506 199,523 176,765 143,543 135,813

218,121 225,840 229,376 229,965 247,230 223,337 223,824 217,506 199,523 176,765 143,543 135,813

36,279 11,860 42,424 36,128 40,043 28,777 30,498 30,309 28,384 24,698 24,101 23,913

9,650 9,842 10,041 10,247 13,476 9,089 9,318 9,555 8,062 4,728 4,434 4,523

26,629 2,018 32,383 25,881 26,567 19,688 21,180 20,754 20,322 19,970 19,667 19,390
254,400 237,700 271,800 266,093 287,273 252,114 254,322 247,815 227,907 201,463 167,644 159,726

平成37年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

98 98 98 99 100 101 101

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 98 100 99 98 97

赤 字 比 率 （ ×100 ）

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

(N)-(O) 赤 字

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定し

た
(（T）/（V）×100)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字
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